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１ 計画の背景と⽬的

■人口減少・成熟社会への転換期
この転換期は、社会構造の根本的な変⾰のほか、環境に対する制約、財政や社会経済情勢の変化などに現れており、
コミュニティや都市機能、財政、社会保障など社会経済システムを持続させるための対策が求められています。

■リニアがもたらす大交流時代の到来に向けて
飯⽥市にあっては、リニア中央新幹線が形成する6,000万⼈の経済圏域（スーパーメガリージョン）がもたらす⼤
規模な対流や急激に進化した情報通信の技術などが、社会に⼤きな変化を与えると⾔われており、いいだ未来デザ
イン2028（飯⽥市総合計画H29.３策定）においては、多様な主体の参加と協働により、各分野の施策を展開し、
みんなで実現したい「くらしの姿」「まちの姿」に向け、都市づくりやまちづくりに取り組んでいます。

■ 「拡大」から「維持」へ、「量」から「質」へ、「つくる」から「いかす」へ
飯⽥市⼟地利⽤基本⽅針（都市計画マスタープラン。以下「⼟地利⽤⽅針」といいます。）では、都市づくりの

理念として、「拡⼤」から「維持」へ、「量」から「質」へ、「つくる」から「いかす」へ、に基づく⽬標を掲げ、
持続可能な都市構造への転換を⽬指す「拠点集約連携型都市構造の推進」を図ることとしています。各地区の特性
と個性をいかし、地域全体としての魅⼒を⾼め、効率的で環境にも⼈にもやさしい都市構造の形成を図ります。

■強みを活かし、弱みを克服する
飯⽥市では、近年、航空宇宙プロジェクトをはじめとする多様な産業政策や、中⼼市街地の整備と商業の連携によ
る複合的再開発事業、⼦育て⽀援や健康づくりなど協働によるくらしやすい地域づくりが進みました。取組の成果
の⼀例として、飯⽥市の合計特殊出⽣率は1.70前後と、全国平均・⻑野県平均と⽐べて⾼く、他市と⽐べて相対的
に⼈⼝維持が期待できる⽔準を保っており、今後もこうした強みを活かすことが求められます。
⼀⽅、全国的に⼈⼝が減少する中で、⻑期的には飯⽥市の⼈⼝も減少することは避けられません。⼈⼝減少（⼈

⼝密度の低下）に伴って⾝の回りの店舗や病院等が閉店・閉院し、バス路線が廃⽌されるなど、現在受けることが
できる⽣活サービスを受けられなくなることが懸念されますので、こうした課題の克服が重要な視点となります。

２ 計画の⽅針

① 全市域を対象に山・里・街の暮らしの区域を設定し立地適正化を推進する
国⼟利⽤計画第３次飯⽥市計画（以下「国⼟利⽤計画」といいます。）では、市域を「⼭」「⾥」「街」に分け、

「街」では都市機能の集積と住宅系市街地の形成を図り、「⾥」では市街化を抑制し、「⼭」では⾃然的利⽤を図
ることとしています。本計画では、持続的で魅⼒に富む「⼭」「⾥」「街」の暮らしを実現するため、全市域を対
象としてそれぞれの暮らしを⽀えるための区域を設定します。

② リニア新幹線開通を踏まえ、中心拠点と広域交通拠点の検討に先行着手
する

⼈⼝減少社会の到来といった時代背景を捉え、各拠点においてコンパクトなまちづくりを進めていくことが重要
です。とりわけ、リニア新幹線の開通が、今後、飯⽥市の⼟地利⽤のあり⽅に対し、⼤きな影響を及ぼす可能性が
あるため、中⼼市街地の活性化は急務となっています。
そのため、まずは中⼼拠点（中⼼市街地）と広域交通拠点（リニア駅周辺）を含む「街」のエリアの検討を先⾏

して⾏い、「拠点集約連携型都市構造」を具現化します。

③ 中心拠点と広域交通拠点を含む「街」の区域に国の制度を適用する
⽴地適正化計画制度は、都市再⽣特別措置法等の改正により、住宅や医療、福祉、商業等の施設の⽴地の適正化

を図る制度として創設されました。これは、都市計画マスタープランと整合し、市町村が策定できる計画です。こ
の⽴地適正化計画は、都市全体の観点から、具体的に誘導すべき区域、施設、施策などを定めます。飯⽥市では、
持続可能な都市の形成に向けて将来都市構造の実現を⽬指すとともに、中⼼拠点と広域交通拠点を含む「街」の区
域について、⽴地適正化計画制度を効果的に活⽤することを⾒据えて策定します。

④ 地域拠点の都市機能の立地適正化は、市内20地区で段階的に推進する
本計画は、５年ごとの計画⾒直しを想定するとともに、市内20の各地区における地域⼟地利⽤⽅針、⼟地利⽤計

画等の検討に合わせ、今後段階的に、都市機能の⽴地コントロールに関わる⽅針などについても考える場づくりを
⾏っていきます。



３ 計画の位置づけ

飯⽥市⼟地利⽤基本⽅針
市全域の⼟地利⽤に関する基本的な⽅針
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即す 調和 いいだ⼭⾥街づくり推進計画
拠点集約連携型都市構造の推進と「⼭」
「⾥」「街」の暮らしに配慮した計画

調和

市の都市計画マスタープラン
（都市計画に関する部分）

⽴地適正化計画
（既成市街地である「街」に関する部分）

都市再⽣特別措置法の活⽤や
都市再⽣事業

都市計画法の活⽤や都市計画事業
即す 高度化

●いいだ⼭⾥街づくり推進計画は、国⼟利⽤計画や⼟地利⽤基本⽅針に掲げる「拠点集約連
携型都市構造」の実現を⽬指します。
●本計画では、国の⽴地適正化計画制度の適⽤を受ける「街」のエリアについて、効果的な
施策や財政⽀援などを活⽤することを⾒据えた計画とします。
●「⼭」「⾥」の区域のあり⽅についても、その現状や課題について、市⺠や事業者など、
様々な⽴場の⼈々と共有し、それぞれの地域の⼟地利⽤について、みんなで考えるきっか
けづくりとなるよう位置づけて計画を推進します。

４ 計画の期間

飯⽥市総合計画飯⽥市総合計画

飯⽥市第５次基本構想後期基本計画

2007年
（平成19年）

2018年
（平成30年）

2028年
（平成40年）

2040年
（平成52年）

2027年
（平成39年）

リニア開業

飯⽥市総合計画（いいだ未来デザイン2028）

飯⽥市⼟地利⽤基本⽅針 （都市計画マスタープラン）飯⽥市⼟地利⽤基本⽅針 （都市計画マスタープラン）

国⼟利⽤計画第３次飯⽥市計画国⼟利⽤計画第３次飯⽥市計画

概ね20年後の都市を展望する
（概ね５年に⾒直し）

いいだ⼭⾥街づくり推進計画
（⽴地適正化計画）

いいだ⼭⾥街づくり推進計画
（⽴地適正化計画）

第２次飯⽥市計画第２次飯⽥市計画

●いいだ未来デザイン2028（飯⽥市総合計画）や⼟地利⽤基本⽅針が、リニア開業の翌年
2028年を⽬標年次としていることから、本計画もそれらに合わせた⽬標年次とします。
●しかし、本計画における居住や都市機能の持続性は、⻑期的な視点から都市の姿を展望す
る必要があることから、2040年の都市を展望したものとします。
●また、概ね５年ごとに計画の進捗や妥当性を評価し、必要に応じた⾒直しを⾏うとともに、
公共交通の再編、公共施設の再配置等に合わせた変更を検討します。

５ 計画の対象区域

●本計画の対象区域は、基本⽅針が
「⼭」・「⾥」・「街」の飯⽥市
全域を対象として検討する観点か
ら、基本⽅針と同じく飯⽥市全域
とします。
●ただし、都市再⽣特別措置法に基
づく⽴地適正化計画の区域は、都
市計画区域とします。

「⾥」「⼭」の
暮らしにも配慮

制度上、「街」の暮らしに焦点

本計画の対象区域 ＝ 全市域

市域
都市計画区域
⽤途地域

⽴地適正化計画区域
＝ 都市計画区域



６ 拠点集約連携型都市構造の推進

●飯⽥市は、⼟地利⽤基本⽅針及び第３次飯⽥市計画において、地域経営や⼟地利⽤の
側⾯から⽬指す都市の姿やその⽅向性を⽰すものと位置づけ、各分野の計画と⼗分な
連携を図りつつ、⼟地利⽤に関する基本指針を掲げています。

●①中⼼拠点、②地域拠点、③交流拠点、④広域交通拠点の役割に応じた機能の集約
（コンパクト化）と分担がなされるとともに、拠点間が有機的に相互連携（ネットワ
ーク化）する拠点集約連携型の地域構造の推進を掲げ、⼭・⾥・街の持続可能な都市
構造への転換を⽬指しています。

拠点類型 まちづくりの考え⽅ 該当地域

中⼼拠点
市の中⼼として

⾼次都市機能が集積
中⼼市街地

広域交通拠点 市外へのアクセスの拠点 リニア駅を中⼼とするエリア

地域拠点
⽇常の⽣活（街の暮らし、⾥の暮らし、⼭の暮

らし）を⽀える拠点

20地区ごとに配置されたコミュニティ施設（⾃治振興

センター、公⺠館等）を中⼼とするエリア

交流拠点 観光による集客の拠点 天⿓峡・遠⼭郷

中⼼拠点
交流拠点

地域
拠点

地域
拠点

地域
拠点

地域
拠点

地域
拠点

交通拠点

広域

計画に基づく⼟地利⽤

限りある⼟地の資源
（「使い捨て型」の抑制）

⼟地の流動化と有効利⽤

既存ストックの利活⽤

「持続可能な都市構造」への転換の基本方針

対立から共生

資産価値から社会価値

土地の保有から利用

整備から利活用

「拠点集約連携型都市構造」イメージ

７ 拠点と交通軸

●「拠点」と「交通軸」については、各拠点の役割に応じた機能の集約と分担とともに、
①内環状道路軸、②外環状道路軸、③放射道路軸を設定し、さらに周辺地域と中⼼部を
接続するための路線を位置づけ、拠点間の相互連携を図ることとしています。

0 2 4 6 81

km

放射道路軸（広域連携軸）

内環状道路
軸

外環状道路軸

リニア新幹線ルート

基幹路線
（JR飯田線）

基幹路線
（広域バス駒場線）

基幹路線
（広域バス阿南線）

基幹路線
（広域バス阿島線）

0 2 4 6 81

km

広域交通拠点

中心拠点

地域拠点

交流拠点

都市計画区域

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

鉄道

リニア中央新幹線ルート

0 4 8 12 162

km

0 4 8 12 162

km

広域連携軸

交流拠点

拠点の配置 交通軸の配置



８ 飯⽥市の⼟地利⽤構想

●⼟地利⽤構想では、市域は
「⼭・⾥・街」に分けて考えられ、
「街」では都市機能の集積と住宅
系市街地の形成を図り、「⾥」
では市街化を抑制し、「⼭」で
は⾃然的利⽤を図ることとして
います。

都市機能集積ゾーン

⽣活環境形成ゾーン

農住環境調和ゾーン

農住振興⾥⼭ゾーン

⾃然的利⽤ゾーン

• 都市機能を集積していくゾーン

• 主に住宅系市街地として⽣活環境

を良好に保っていくゾーン

• 市街化を抑制し、農住環境の調和

を図っていくゾーン

• ⾃然環境を活かして農業を形成

していくゾーン

• ⼭間部で主に森林等の⾃然的利⽤

を図っていくゾーン

市
街
地

⽥
園
⾥
⼭
地
域

⼭
間
地
域

街

⾥

⼭



９ 飯⽥市の現状把握と将来⾒通し

地⽅都市典型の問題を抱え、持続可能性の⾯で問題が顕在化するとともに、
リニア中央新幹線開通後のもたらす影響・変化に対応することの課題がある

●都市構造の現状分析を踏まえ、飯⽥市の⼟地利⽤計画に係る主要な問題として、市全域
において⼈⼝減少、⾼齢化が進み、郊外化や市街地の低密化が並⾏して進⾏している状
況の中、いかに各地区のコミュニティ活⼒を維持するのか、いかに居住地の分散してい
る住⺠に対し、⽣活サービスや公共交通サービスの維持・提供をするのか、という都市
の持続可能性に関わる問題が挙げられます。

●また、リニア中央新幹線の効果を飯⽥市にもたらすためには飯⽥市への⼈⼝・ビジネス
等の流⼊需要を喚起・取り込み・維持するための⼯夫を⾏う必要がある⼀⽅で、中⼼市
街地の空洞化を放置することは飯⽥市全体の衰退の加速を招く恐れがあります。

2040年にかけて、⼈⼝減少の段階へ移⾏

人口減少

都市機能集積

内環状道路軸、広域連携軸に都市機能が集積

都市構造の構想 生活利便地域のヒートマップ

市役所

支所・出張所

自治振興センター

公民館

生活利便地域

施設圏域が1つのエリア

施設圏域が2つ重なるエリア

施設圏域が3つ重なるエリア

施設圏域が4つ重なるエリア

施設圏域が5つ重なるエリア

施設圏域が6つ重なるエリア

商業・医療・介護施設立地と人口

2005～2015年の人口増減 2015～2040年の人口増減

⼈⼝減少する地点が多く、サービス施設の撤退を懸念

人口集中地区（20 15年）

1 00人以上減少

50人以上減少

10人以上減少

10人未満の増減

10人以上増加

50人以上増加

100人以上増加

ハザード区域と高齢者増減

人口集中地区（2015年）

30％未満

30％以上40％未満

40％以上50％未満

50％以上

ハザード区域に該当する⾼齢者⼈⼝増の地点が存在

市域全体の⼈⼝減少
⾼齢者減少による都市縮⼩

の傾向へ移⾏

地域コミュニティ
全体の⾼齢化

⼈⼝の郊外化・
中⼼市街地の空洞化

安⼼・安全な⽣活
災害への対応

利⽤者減少による
⽣活サービス・公共交通
の維持・提供が困難化

⼈⼝減少・地価低下等
による財政難

機会 脅威

① 観光需要の向上
② ⽇帰り圏形成によるアクセス性の向上
③ 企業等の誘致可能性の向上
④ 移住者・通学者・通勤者の増加

地⽅都市としての求⼼⼒向上 ⼈⼝・消費等の流出の可能性増⼤

① 中⼼市街地の集客⼒の減退
② 地元消費需要の流出可能性の増⼤
③ 地元企業の⼈材不⾜

リニア新幹線開通のもたらす影響・変化
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街
地
の
集
約
・
連
携
︵
⼈
⼝
密
度
の
維
持
︶
︼

中⼼市街地

座光寺地域周辺
JR
飯
⽥
線

リニア新幹線
⽤途地域↓

⿍地域周辺
伊賀良地域周辺

⼭本地域周辺

⽻場地域周辺

丸⼭地域周辺

バ
ス
基
幹
路
線

川路地域周辺

⻯丘地域周辺

都市計画区域↓

バス基幹路線

上郷地域周辺

松尾地域周辺

三穂地域周辺

⿓江地域周辺

下久堅地域周辺 上久堅地域周辺 上村地域周辺

南信濃地域周辺

リニア駅周辺地域

市域↓

遠⼭郷地域周辺

天⻯峡地区周辺
千代地域周辺

市街地の集約
（⼈⼝密度の維持）

中⼼市街地

JR
飯
⽥
線

伊賀良地域周辺

⼭本地域周辺

⽻場地域周辺

丸⼭地域周辺

バ
ス
基
幹
路
線

⻯丘地域周辺

川路地域周辺

都市計画区域

バス基幹路線
座光寺地域周辺

上郷地域周辺

⿍地域周辺

松尾地域周辺

「街」のゾーン

1970年代の飯⽥市 現在の飯⽥市

中⼼市街地

JR
飯
⽥
線

伊賀良地域周辺

⼭本地域周辺

⽻場地域周辺

丸⼭地域周辺

バ
ス
基
幹
路
線

⻯丘地域周辺

川路地域周辺

都市計画区域

バス基幹路線
座光寺地域周辺

上郷地域周辺

⿍地域周辺

松尾地域周辺

「街」のゾーン

市街地の拡⼤
（郊外化・中⼼市街地の空洞化・低密化）こ

れ
ま
で
の
都
市
構
造
・
・
・

こ
れ
か
ら
の
都
市
構
造
︵
集
約
と
連
携
︶

10 持続可能な都市構造の具現化

●各拠点の役割に応じた都市機能の集約と連携、後背⼈⼝の維持・誘致により、地域の
⽣活サービスを将来にわたり維持していきます。

11 各拠点の機能集約と拠点間連携の考え⽅

交流拠点

中⼼拠点

地域拠点

広域交通拠点

• ⻑野県の南の⽞関⼝、三遠南信の北の
⽞関⼝、トランジットハブ

• 地域のコミュニティ⽣活の必需が
揃うまち

• 各地区における持続的なくらしと
⾃治の展開

橋南、橋北、東野、⽻場、丸⼭、⿍、
伊賀良、松尾、上郷、川路、⻯丘、
座光寺、⼭本、三穂、⿓江、千代、
下久堅、上久堅、上村、南信濃

【全市⺠のための拠点】

【全市⺠のための拠点】

【地域住⺠のための拠点】

• 天⿓峡、遠⼭郷の観光振興拠点

Ｊ
Ｒ
飯
⽥
線
・

乗
合
バ
ス
・

デ
マ
ン
ド
交
通
等

道路網等

【全市⺠のための拠点】

●中⼼拠点と広域交通拠点、
交流拠点は「全市⺠」の
ための都市機能、地域拠
点は各地区の「地域住
⺠」のための都市機能
が⽴地する拠点として、
整理します。

●各拠点間の連携を図るため、
地域公共交通網の再編を
検討します。

●中⼼拠点と広域交通拠
点との連携のあり⽅に
ついては、内環状道路
軸など道路網整備を進
めるとともに、先進的
でシームレスな公共交
通の創出に努めます。



12 区域設定の考え⽅

都市機能

誘導区域

居住誘導

区域

⽤
途
地
域

⽩
地

⽴地適正化計画制度
(国の制度）

区
域
外

都
市
計
画

誘導

都市機能誘導区域に相当
（中⼼拠点・広域交通拠点
に設定）【先⾏的に着⼿】

居住誘導区域に相当
（⽤途地域及び周辺・近郊
に設定）

制度計画区域
（都市計画区域内で制度適
⽤、届出・勧告対象）

災害等のある区域
（⼟砂災害防⽌法の特別
警戒区域や浸⽔想定区域
等の災害危険性の⾼い⼜
はある区域等）

飯⽥市独⾃の区域
（地域拠点に設定。⽤途地
域内は都市再⽣整備計画の
活⽤など必要に応じ検討）

【段階的な検討】飯⽥市独⾃の区域
（街の暮らし以外の区域で居住に適した区域に設定）

【段階的な検討】

飯⽥市独⾃の区域
（⽤途地域の指定等の検
討を進める区域）

【段階的な検討】

●国の制度を最⼤限活⽤しながら、飯⽥市に適した計画とします。

いいだ⼭⾥街づくり推進計画
（飯⽥市版⽴地適正化計画）

そ
の
他
区
域

街の暮らし
推進区域

⼟
地
利
⽤

検
討
区
域

地
域
機
能

集
積
区
域

都市機能

集積区域⽴
地
適
正
化
計
画
制
度
適
⽤

⼭
・
⾥
の
暮
ら
し
区
域

都市機能集積区域 街の暮らし推進区域

災害の危険性が⾼い区域や、法
規制により居住の制約がある区
域を除く⇒①居住等区域

①居住等区域のうち、
②都市計画上の位置づけを勘案
し、中⼼拠点（中⼼市街地）と
広域交通拠点（リニア駅周辺）
に「都市機能集積区域」を設定

①居住等区域のうち、
②内環状道路軸内の⽤途地域で、
③都市機能集積区域へのアクセ
ス性を勘案し、「街の暮らし推
進区域」を設定

【区域の設定フロー】

災害等のあるエリアの分析



凡 例

街の暮らし推進区域 内環状道路軸

⼟地利⽤検討区域
(⽤途地域が未設定のため、段階的に
⼟地利⽤を検討していく区域)

放射道路軸

都市機能集積区域 中央⾃動⾞道

① 中⼼拠点（中⼼市街地）の都市機能集積を維持活⽤し、機能のブラッシュアップにより
求⼼⼒を⾼めます。

② 広域交通拠点（リニア駅周辺）では、交通結節機能を整備することで広域的な駅利⽤
圏域を形成し、中⼼拠点との連携を図ります。

③ 将来的な都市構造の変化や各地区の地区計画、基本構想等を踏まえ、都市機能集積を
段階的に検討します。

④ 内環状道路軸内の⽤途地域未設定区域については、
街の暮らし推進区域への編⼊も想定し、⽤途地域の
設定を前提として段階的に⼟地利⽤の⾒直しを
⾏っていきます。

13 街の暮らし推進区域・都市機能集積区域の設定



【まちなかMICEのイメージ】

14 ⽴地適正化の施策の基本⽅針

都市機
能集積
区域

地域機
能集積
区域

誘導施設の
⽴地コント
ロール

都市再⽣特別
措置法に基づ
く届出制度の
運⽤

新
た
な
公
共
交
通
体
系
の
整
備
・
再
編
検
討

住⺠主導の地域⼟地利⽤⽅針等に基づく⽴地コントロール、⽀援施策の検討

街の暮
らし推
進区域

⼀定規模以上
の

住宅の⽴地
コントロール

国等が直接⾏う施策/
国等の⽀援を受けて飯⽥市が⾏う施策/

飯⽥市が独⾃で⾏う施策

まちの活⼒維持、交流⼈⼝増⼤に向けた施策

都市機能維持のための後背⼈⼝確保に向けた施策

街の暮らし推
進区域の
居住促進

空き家・空地等
の低未利⽤地の

活⽤

良質な住環境の
都市基盤整備

都市機能の
維持・⽴地
の促進

公的不動産
低未利⽤地
公共空間の活⽤

まちなかの複
合的な機能連
携の推進

都市機能・居住の誘導に関する施策
公共交
通に関
する施
策

都
市
計
画
の
検
討

︵
⽤
途
地
域
、
道
路
、
地
区
計
画
等
︶

全体的
な都市
計画の
検討

地域⼟地利⽤⽅
針等の策定⽀援

段階的な都市計画、
⽴地適正化計画の

⾒直し

地域再⽣⼟地利⽤計
画制度の検討

●⽴地適正化に関わる当⾯の施策⽅針として、国の⽴地適正化計画制度に基づく届出制度
を運⽤しながら、国等の予算措置、税制措置等の⽀援施策を活⽤し、都市機能・居住の
誘導を図るとともに、飯⽥市の都市計画や公共交通施策の⾒直しを検討します。

15 まちの活⼒維持、交流⼈⼝増⼤に向けた施策

広域交通拠点

魅力発信施設

広場

立体駐車場

防災拠点

交通広場

リニア長野県駅

交通広場

重点協議区域

中⼼拠点

シルクホテル
大型商業
施設跡地

飯田駅

国合同庁舎

扇町公園

飯田市役所

りんご並木

信金大ホールりんご庁舎

動物園

美術博物館

人形美術館

中央図書館

県合同庁舎

桜並木

中央公園

飯田病院

スマートウェルネス

包括支援センター

風越公園

警察署

浜井場

小学校
裁判所

武道館

飯田東中学校

市公民館

消費生活

センター
追手町小学校

商工会館

飯伊森林組合

職業訓練校

創造館

映画館

映画館

●現在集積している施設を都市機能⽴地を図るべき施設として再設定し、今後も未来に向
けてブラッシュアップし維持していきます。

商店街

⼩売店舗

カフェ

⽂化ホール

（Ｍ）

コンベンションホール

（C）

りんご並⽊

（E）

美術博物館

（E）

ホテル

（I）

中⼼拠点

総合病院

銀⾏

居酒屋

レストラン

まちなかMICE
⽂化交流機能の
補完・連携

周辺の⽣活利便施設

回遊



16 ⼀定規模以上の住宅の⽴地コントロール

●街の暮らし推進区域外における住宅開発の動向を把握し、街の暮らし推進区域への住宅
の⽴地を緩やかに誘導するため、街の暮らし推進区域外における⼀定規模以上の住宅の
開発⾏為や建築⾏為を⾏う場合、都市再⽣特別措置法（第88条）に基づき、市への届出
を求めていきます。

●区域外の住宅開発等については、届出により状況を把握した上で、調整等の対応が想定
され、場合により法に基づく勧告等を⾏いますが、その際の基準を定め運⽤します。

届出対象区域 届出対象⾏為

街の暮らし推進
区域外

① ３⼾以上の住宅（共同住宅を含む）の建築⽬的の開発⾏為を⾏おうとする場合
② １⼾または２⼾の住宅の建築⽬的の開発⾏為で、1,000㎡以上の規模となる開発⾏為を
⾏おうとする場合

① ３⼾以上の住宅を新築しようとする場合
② 建築物を改築し、または建築物の⽤途を変更して３⼾以上の住宅としようとする場合

⾏
政
区
域

⽴地適正化計画区域（＝都市計画区域）
街の暮らし推進区域

中⼼拠点
都市機能
集積区域

広域交通拠点
都市機能
集積区域

【区域別の届出対象イメージ】

３⼾以上の住宅の新築

３⼾以上の住宅の建築⽬的の開発⾏為

１⼾または２⼾の住宅の建築⽬的の開発
⾏為で、1,000㎡以上の規模のもの

届出必要

届出必要

届出必要

17 地域⼟地利⽤⽅針等の策定⽀援

飯⽥市⼟地利⽤基本⽅針

（市全域の⼟地利⽤に関する基本的な⽅針）

調和 いいだ⼭⾥街づくり推進計画
（拠点集約連携都市構造の推進と「⼭」「⾥」
「街」の暮らしに配慮した戦略的な計画）

地区毎の⼭⾥街づくり推進計画
・居住区域の共有と考え⽅
・地域機能集積区域の設定
・各地区・各拠点の連携のあり⽅ ほか

全体⽅針

都市づくりの理念と⽬標
将来都市構造
都市の整備に関する⽅針
都市施設の整備⽅針
緑・景観の育成 など

地区毎の地域⼟地利⽤⽅針
・⼟地利⽤の⽅針
・景観の育成⽅針
・緑の育成⽅針 ほか

全体計画

都市の現状・課題
⽴地適正化の⽅針
区域と⽴地を図るべき施設
⽴地適正化の施策
評価指標と⽬標値

調和

即
す
る

調
和

調和

調和

国
⼟
利
⽤
計
画

第
３
次
飯
⽥
市
計
画

即すい
い
だ
未
来
デ
ザ
イ
ン
２
０
２
８

20地区の
基本構想

調
和

市の都市計画マスタープラン
（都市計画に関する部分）

都市計画法の活⽤や都市計画事業

⽴地適正化計画
（既成市街地である「街」に関する部分）

都市再⽣特措法の活⽤や都市再⽣事業

高度化即す

地区の
⼟地利⽤計画

調和

●本計画は、全体計画と地域別計画に分け、先⾏的に全体計画を検討します。今後、地域
の皆さんと地域⼟地利⽤⽅針の検討などを⾏い、それにあわせて随時、各地区毎の計画
づくりを進めます。



地域拠点

交流
拠点

地域拠点

リニア駅

中⼼拠点

広域
交通拠点

飯⽥市中⼼部
DID区域

広域的に地域を結ぶ公共交
通路線（准基幹路線など）

⼆拠点間を複数路線で結ぶ
新たな循環型交通路線
（シームレスに移動する）

飯⽥を中⼼とした
公共交通路線
（基幹路線など）

産業振興
の拠点

先進的でシームレス
な交通
JR飯⽥駅とリニア駅発

の路線は、短い運転間隔
とすることで、居住者・
来訪者に対してスムーズ
かつシームレスな交通を
実現します。

 公共交通の乗り物につ
いても、未来型の乗り
物（初期段階は、EVバ
ス⾞両、将来的には⾃
動運転⾞両等）へと転
換を検討することで、
環境や⼈⼿不⾜等の社
会課題に対応していき
ます。

●DID区域（⼈⼝集中地区）で、JR飯⽥駅とリニア駅の⼆拠点間を複数路線で運⾏する交通
路線（リニア駅発で終着駅は全てJR飯⽥駅）を設定することを検討します。

18 都市交通体系整備による拠点間連携

●リニア新幹線の開通の効果を飯⽥市全域に広げるとともに、地域における持続的な都市
の⽣活を実現する視点から、中⼼拠点と広域交通拠点、地域拠点、交流拠点の間をシー
ムレスにつなぐ公共交通体系の整備に取り組みます。

19 ⽬標値の設定

●「街」の区域の利便性の向上により、⼈⼝減少、リニア時代を⾒据えた中にあっても、
持続可能な都市経営を⽬指し、⽬標値の設定を⾏います。

指 標 基準値（2015） ⽬標（2040）

全市の⼈⼝ 101,581⼈ 92471⼈

街の暮らし推進区域内の⼈⼝ 29,362⼈ 29,362⼈

街の暮らし推進区域内の⼈⼝密度 29.0⼈/ha 29.0⼈/ha

都市機能集積区域内の地価
中⼼拠点 円／㎡ 円／㎡

広域交通拠点 円／㎡ 円／㎡

地域⼟地利⽤⽅針を策定している地域数 8地域 20地域

市内全新築着⼯件数のうち、街の暮らし推進区域内の割合 ％ ％


